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問  観光商工課　☎ 73-2690　

令和5年度 情報公開制度情報公開制度の運用状況について

令和5年度

　宮古島市では、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の一層
の公開を図り、市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにす
るとともに、市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な市政の
推進に資することを目的に情報公開制度を実施しています。

１. 行政文書開示請求の件数及び処理状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日まで）

実施機関 請求件数
処 理 状 況（ 件 ）

開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ 存否応答拒否 処理中
市 長 132 49 43 7 25 8 0 0
議 会 事 務 局 0 0 0 0 0 00 0 0
教 育 委 員 会 19 2 12 0 5 0 0 0
選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0
監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0
農 業 委 員 会 8 3 2 0 2 1 0 0
消 防 長 1 1 0 0 0 0 0 0
固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 160 55 57 7 32 9 0 0

2. 不服申し立ての処理状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日まで）
申し立て件数 却下 認容 部分認容 不存在 取下げ 処理中

1 0 0 0 0 0 1

2. 不服申し立ての処理状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日まで）
申し立て件数 却下 認容 部分認容 不存在 取下げ 処理中

0 0 0 0 0 0 0

令和5年度 個人情報保護制度個人情報保護制度の運用状況について
　個人情報保護制度とは、市民の皆様の基本的人権を擁護するため、市が保有する個人に関する情報の適正・
安全な管理に努め、保有の目的を超えた個人情報の利用や外部への提供を制限するなど、個人情報の保護
を図る制度です。市が行う個人情報の取り扱いについてルールを定め、自分の情報を見たり、情報の誤り
を正したりする権利を保障しています。

１. 保有個人情報開示等請求の件数及び処理状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日まで）

実施機関 請求件数
処 理 状 況（ 件 ）

開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ 訂正 削除 利用中止 利用停止
（特定個人情報）

市 長 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0
議 会 事 務 局 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
教 育 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消 防 長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0

●行政文書開示請求／自己情報開示請求等の窓口●
　宮古島市役所２階　総務部総務課　行政管理係　☎ 73-1960　

宮古島市キャッシュレス還元キャンペーン！！
で

　物価高騰による消費の落ち込みの影響を受けている市内事業者に対し、事業者支援及び消費喚物価高騰による消費の落ち込みの影響を受けている市内事業者に対し、事業者支援及び消費喚
起を図るとともに市内のキャッシュレス化の推進を目的として、キャッシュレス決済サービスを起を図るとともに市内のキャッシュレス化の推進を目的として、キャッシュレス決済サービスを
用いたポイント還元を活用した事業を実施いたします。用いたポイント還元を活用した事業を実施いたします。

● 事 　 業 　 名：● 事 　 業 　 名：
●●キャンペーン概要キャンペーン概要：：

● 実 施 期 間：● 実 施 期 間：

● 還　 元 　 率：● 還　 元 　 率：
● 還 元 上 限：● 還 元 上 限：
● 対 象 店 舗：● 対 象 店 舗：

事業者支援型消費喚起応援事業
市内の対象店舗において、au PAY を利用してお買い物をした消費者に、
予算の範囲内でポイントを還元する。
令和 6 年 12 月 1 日（日）～令和 7 年 1 月 31 日（金）

（ポイント還元のキャッシュレス決済の利用状況によっては期間を変更する場合があります。）

最大 20％
1,000 円相当／１回、 10,000 円相当／期間
宮古島市内の au PAY が利用できる店舗のうち、
　　　　　　　　　宮古島市が対象として指定する約 1,900 店舗。
 〈 市内の飲食店を含む中小企業や在沖本社大手企業（サンエー、かねひで等） 〉
※たばこ営業法に基づき、たばこの購入は対象外となります。
※公共料金の支払いや保険適用医療機関など一部対象外店舗があります。

・携帯電話のキャリアが au 以外の方でもアプリをダウンロードしクレジットカードか
  銀行口座（琉球銀行、沖縄銀行）を登録して利用可能です。
・ダウンロードの方法などがわからない場合は島内の「au ショップ」にてサポートを行います。

詳細はキャンペーンサイトをご覧いただくか、キャンペーンお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
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ごみ出し通知の設定方法ごみ出し通知の設定方法

宮古島市公式LINEの友達追加、
　 　　ブロック解除はQRコードから!!

問  秘書広報課　☎ 72-3750　
※QRコード以外でも、インターネットから「宮古島市公式 LINE」で検索すると公式 LINEのページにアクセスできます。

令和5年度 不服申立不服申立の処理状況について

１.行政不服審査法に基づく審査請求の件数及び処理状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日まで）

実施機関
審査請求件数 処 理 状 況（ 件 ）

審査 継続 認容 棄却 却下 取下げ 処理中
市 長 1 1 0 0 0 1 0 0
教 育 長 0 0 0 0 0 0 0 0
教 育 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0
選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0
監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0
農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0
固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 1 1 0 0 0 1 0 0

　行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 85 条では、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する
行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について
公表するよう努めなければならないとされていることにより、市長が審査庁となる審査請求の件数等
について掲載します。

●行政不服審査請求の窓口●
　宮古島市役所２階　総務部総務課　行政管理係　☎ 73-1960　

新婚世帯を対象に、住居取得・住居賃借費用・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。新婚世帯を対象に、住居取得・住居賃借費用・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。

令和 6年度宮古島市結婚生活支援事業
新婚世帯新婚世帯を対象に家賃等を支援します

①新婚世帯①新婚世帯　令和６年１月 1 日～令和７年２月 28 日の間に入籍し、夫婦　令和６年１月 1 日～令和７年２月 28 日の間に入籍し、夫婦
　ともに婚姻日時点の年齢が 39 歳以下の夫婦。　ともに婚姻日時点の年齢が 39 歳以下の夫婦。
②特例新婚世帯②特例新婚世帯　令和５年３月１日から令和５年 12 月 31 日までの間に入　令和５年３月１日から令和５年 12 月 31 日までの間に入
　籍し、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が 39 歳以下で、夫婦ともに過去に　籍し、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が 39 歳以下で、夫婦ともに過去に
　結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていない夫婦。　結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていない夫婦。

令和６年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日に支払った経費が対象となります。令和６年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日に支払った経費が対象となります。

対象者対象者：：

①新婚世帯①新婚世帯
　１世帯あたり　１世帯あたり 3030 万円万円、夫婦ともに 29 歳以下の世帯、夫婦ともに 29 歳以下の世帯 6060 万円万円
②特例新婚世帯②特例新婚世帯
　１世帯あたり　１世帯あたり 1515 万円万円、夫婦ともに 29 歳以下の世帯、夫婦ともに 29 歳以下の世帯 3030 万円万円

令和 7 年 2 月 28 日（金）まで令和 7 年 2 月 28 日（金）まで
補助金上限補助金上限：：

申請期限申請期限：：

※補助金交付対象は所得など一定の要件に該当する世帯です。
詳しい条件・内容については、宮古島市ホームページまたは
地域振興課までお問い合わせください。

←こちらの QR　
コードから詳細を
ご確認ください。

問  地域振興課　☎ 73-4905　

問  宮古島市選挙管理委員会　☎ 74-2215・74-2216　

令和 7 年 1 月より令和 7 年 1 月より
下記の投票所が変更になります下記の投票所が変更になります
◆期日前投票所◆

◆当日投票所◆

投票所名 変更前

期日前
第２投票所 城辺公民館

期日前
第 5 投票所

市役所 上野庁舎
1 階会議室

変更後 変更理由

市役所 城辺庁舎 1 階 バリアフリー
対応

上野公民館 庁舎改修

投票所名 変更前

第 1 投票所 平良第一小学校

第 14 投票所 城辺公民館

第 22 投票所 市役所 上野庁舎
1 階会議室

変更後 変更理由

宮古島市役所
1 階エントランスホール

バリアフリー
対応

市役所 城辺庁舎 1 階 バリアフリー
対応

上野公民館 庁舎改修

公式公式 LINELINE宮古島市宮古島市 ででゴゴミミ出出しし楽楽々々公式公式 LINELINE宮古島市 でゴゴミミ出出しし楽楽々々
ごみ出し機能でごみの出し忘れをなくしましょう！

　お住まいの地域と通知の時間帯を登録しておくと、あらかじめ設定しておいた
時間帯に、翌日 /当日出せるゴミの種類をお知らせします。

①

トーク画面のメニューから、
「ごみ出し」の項目を押す。

②

お住まいの地域を選択。

③

通知を受け取りたいごみの
種類を選択。

④

通知を受け取りたい時間を
選択。

※契約書や領収書等、支払い内容を確認できる書類のコピーを※契約書や領収書等、支払い内容を確認できる書類のコピーを
　提出できるものに限ります。　提出できるものに限ります。


